
資料１ 
 
 
 
 

「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」 
に関するとりまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和 7 年 11 月   
高齢福祉課 
介護保険課 

 



目 次 
 
 
１ 国の示す主な検討事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 
 

２ 「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 とりまとめ・・・・ ２ 
 

（１）基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
 

（２）方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 
 

３ 今後のスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
 

国資料「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 とりまとめ ・・ ４ 



 
 

- 1 - 

「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」に関するとりまとめ 
について 
 
１ 国の示す主な検討事項  

次期介護保険制度改正に向けては、高齢化の進展（85歳以上人口の増加）、生産
年齢人口の減少に対応し、介護人材の確保が課題の中、地域の介護需要に応じて、
サービス確保を図っていく必要があります。 
 こうした中、2040 年に向けて、人口減少のスピードは地域によって異なり人口
構造も大きく変わっていく中で、介護サービスをどう確保するかが課題であり、国
では、このような時間軸・地域軸を踏まえた検討について、介護現場の方も含めた
検討会（「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会）を立ち上げ、議
論することとされています。 
 
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会で検討するテーマ 
 ・地域包括ケアシステムの推進 
 ・地域共生社会の実現 
 ・介護予防・健康づくりの推進 
 ・持続可能性の構築・介護人材確保 等 
 

令和 6年 12月 23日 社会保障審議会介護保険部会 
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２ 「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 とりまとめ  
 令和 7 年 7 月 28 日に開催された社会保障審議会介護保険部会において、「2040
年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会のとりまとめが報告されており、
今後、介護保険部会等関係審議会でさらに議論がされることとなっています。 
 
（１）基本的な考え方 

① 「地域包括ケアシステム」を 2040年に向けて深化 
② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保 
③ 人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 
④ 地域の共通課題と地方創生 

 
（２）方向性 

① サービス需要の変化に応じた提供体制の構築 等 
・ 2040 年に向けて、地域における人口減少・サービス需要の変化に応じ、全

国を「中山間・人口減少地域」、「大都市部」、「一般市等」と主に３つの地域
に分類して、それぞれに応じた対応を検討。 

 
〇「中山間・人口減少地域」 

・ サービスが減少する中、様々なサービスを組み合わせて維持・確保できるよ
う地域のニーズに応じた柔軟な対応（配置基準等の弾力化、包括的な評価の
仕組み、訪問・通所などサービス間の連携など） 
 

〇「大都市部」 
・ ICT や AI 技術など民間活力を活用するなど需要急増を踏まえたサービス基

盤整備のための適切な対応 
 
〇「一般市等」 

・  サービス需要が増減する中、既存の介護資源等を有効活用しサービスを過
不足なく確保するための適切な対応 
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② 人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 
・ 2040年に向けて、生産年齢人口が減少する中、介護人材確保は最大の課題。

処遇改善をはじめとする人材確保の取組を進めるとともに、地域単位でも、
専門機関等の連携を図り、雇用管理・生産性向上、事業者間の協働化など、
経営改善に向けた支援を実施。 

 
③ 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、

認知症ケア 
・ 2040 年に向けて、地域包括ケアシステムを深化させ、医療・介護、介護予

防、生活支援等の包括的な確保を図る必要があり、そのためには、地域資源
を把握・分析し、様々なサービスや事業の組み合わせや連携を図っていく必
要。 

 
④ 福祉サービス共通課題への対応 
・ 2040 年に向けて、中山間・人口減少地域をはじめ、地域において分野ごと
及び分野を超えた事業者の連携や関係者の連携を更に進め、福祉サービス提
供体制や支援体制を構築していく必要。こうした福祉サービス提供体制等の
確保に向けた方策を行うことで、地域住民を支えるための包括的支援体制の
整備もあわせて推進し、地域共生社会の実現を図っていく。 

 
 
３ 今後のスケジュール 

国から、令和 8年 2月に「次期計画の基本指針について記載を充実する事項（案）」
が、令和 8 年 3 月に「次期計画に関する基本的な考え方」が示される予定であり、
それらを踏まえた上で、本市が実施する各種調査結果を基に、地域の現状を加味し
ながら、「第十一次山口市高齢者保健福祉計画・第十次山口市介護保険事業計画」
を策定することとなります。 
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